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１．人口動態と将来推計
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○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39％の水準になると推計
されている。

日本の人口の推移

令和５年推計値
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（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）
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○ 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。
○ 地域ごとに見ると、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、都市部では高齢人口が増加、過疎地域では高齢人口は減少
する。

2040年の人口構成

（資料出所）第７回 新たな地域医療構想等に関する検討会（令和６年８月）
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○ 市区町村別にみると、558市町村（全市区町村の約３割）が人口半数未満になり、そのうち21市町村が25%未満となる。
○ 特に、人口が半減する市町村は中山間地域等に多く見られる。

人口減少の地域差

（資料出所）国土審議会計画推進部会「国土の⾧期展望」（令和３年６月）
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65歳以上人口の将来推計①（65歳以上人口が最大となる年）

• 将来推計人口によれ䜀、65歳以上人口は、847市町村（49％）では2020年以前に既にピークを迎えており、都市部を中心に239
市町村（14％）では2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。

• 65歳以上人口がピークとなる年は、政令市・特別区・中核市では2040年以降に迎えると見込まれるのに対し、その他の市町村
の65％（1,064市町村）では2025年までに迎えると見込まれる。

:2020年以前に最大

:2040年以降に最大

:2035年以降に最大

:2030年以降に最大

:2025年以降に最大

:2045年以降に最大

:2050年以降に最大

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」
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75歳以上人口の将来推計①（75歳以上人口が最大となる年）

• 将来推計人口によれ䜀、75歳以上人口は、2020年以前に既にピークを迎えているのは168市町村（9.7％）であり、都市部を中心
に519市町村（30.0％）では2050年以降にピークを迎えることが見込まれる。

• 75歳以上人口がピークとなる年は、政令市・特別区・中核市では2050年以降に迎えると見込まれるのに対し、その他の市町村
の71％（1,160市町村）では2035年までに迎えると見込まれる。

:2020年以前に最大

:2040年以降に最大

:2035年以降に最大

:2030年以降に最大

:2025年以降に最大

:2045年以降に最大

:2050年以降に最大
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26（出典）国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」
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介護サービス需要の変化①（在宅サービス）

〇 各市町村が作成した第９期介護保険事業計画によれ䜀、全国における在宅サービスの利用者数は２０４０年にピークを迎

えると見込まれる。

〇 保険者によって在宅サービス利用者数が最大となる年は様々であるが、既に２０２４年までに３１３（１９．９％）の保険者が

ピークを迎え、２０３５年までに９０６（５７．６％）の保険者がピークを迎えると見込まれる。

2045年以降に最大
2040年に最大
2035年に最大
2030年に最大
2024年以前に最大

在宅サービス利用者数が最大となる年

（出典）第９期市町村介護保険事業計画において各市町村が算出した推計値に基づき作成
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26.6%―322715--政令市・特別区
県庁所在地 (43.2%)(36.5%)(20.3%)

21.8%△5.7%1142222215967市（上記を除く）
(16.7%)(32.5%)(32.4%)(8.6%)(9.8%)

14.9%△11.6%77195160138246
町村（広域連合含む） (9.4%)(23.9%)(19.6%)(16.9%)(30.1%)

26.0%△4.4%8970123202
(再掲)三大都市圏 (29.3%)(23.0%)(40.5%)(6.6%)(0.7%)

20.2%△7.5%134374273177311
(再掲)三大都市圏以外

(10.6%)(29.5%)(21.5%)(13.9%)(24.5%)

在宅サービス利用者数が最大となる年と2040年までの増加率

※「在宅サービス利用者」は、介護予防支援、居宅介護支援、（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の１月あたり利用者数の合計

在宅サービス利用者数の将来見込

※「三大都市圏」は、東京圏（東京都特別区、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市及びこれらに対する通勤・通学10%圏に含まれる市町村）、名古屋圏（名古屋市及び同市に対する通勤・通学10％圏
に含まれる市町村）、関西圏（京都市、大阪市、堺市、神戸市及びこれらに対する通勤・通学10％圏に含まれる市町村） 28
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介護サービス需要の変化②（施設サービス）

〇 各市町村が作成した第９期介護保険事業計画によれ䜀、全国における施設サービスの利用者数は２０４０年にピークを迎

えると見込まれる。

〇 保険者によって施設サービス利用者数が最大となる年は様々であるが、既に２０２４年までに２５６（１６．３％）の保険者が

ピークを迎え、２０３５年までに７６２（４８．４％）の保険者がピークを迎えると見込まれる。

施設サービス利用者数が最大となる年
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29.6%―323084-政令市・特別区
県庁所在地 (43.2%)(40.5%)(10.8%)（5.4％）

27.8%△5.7%131296979267市（上記を除く）
(19.2%)(43.3%)(14.2%)(13.5%)(9.8%)

25.2%△10.1%87235105200189
町村（広域連合含む） (10.7%)(28.8%)(12.9%)(24.5%)(23.2%)

34.8%△2.4%8712971143
(再掲)三大都市圏 (28.6%)(42.4%)(23.4%)(4.6%)(1.0%)

23.8%△7.7%163432139282253
(再掲)三大都市圏以外

(12.8%)(34.0%)(11.0%)(22.2%)(19.9%)

施設サービス利用者数が最大となる年と2040年までの増加率

※「施設サービス利用者」は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設の１月あたり利用者数の合計

施設サービス利用者数の将来見込

2045年以降に最大
2040年に最大
2035年に最大
2030年に最大
2024年以前に最大

（出典）第９期市町村介護保険事業計画において各市町村が算出した推計値に基づき作成
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〇 各保険者における、2050年までの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じた保険者
もある一方、都市部を中心に2040年以降まで増え続ける保険者が多い。

〇 また、最も利用者数が多くなる年の利用者数の2022年の利用者数との比（増加率）をみると、＋２０％未満
の保険者（約44%)が多い一方で、＋６０％以上となる保険者（約13%）も存在する。

※ 2022年12月(10月サービス分）介護保険事業状況月次報告（厚生労働省）、2022年度介護給付費等実態調査（厚生労働省・老健局特別集計）から、保険者別の年齢階級別・サー
ビス類型別・要介護度別利用率を算出し、当該利用率に推計人口（日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を乗じて、2022年以降５
年毎に2050年までの保険者別の推計利用者数を作成。

【保険者別 2050年までの間にサービス利用者数が最も多い年】 【保険者別 2050年までの間にサービス利用者数が最も多い年の利用者数の増加率】
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＋80%～100%
＋60%～80%
＋40%～60%
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保険者別の介護サービス利用者数の見込み
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足下の事業所増減率（2040年の65歳以上推計人口の増加 /減少別）
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居宅サービスのうち医療系は増加、福祉系はいずれも減少。
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○ 市町村における特別養護老人ホームの稼働状況をみると、半数近くの市町村が「基本的に全ての施設で満員」と回答して
いる一方、一部の市町村は「施設や時期によっては空きがある」と回答している。

特別養護老人ホームの稼働状況

（資料出所）※「特別養護老人ホームの入所申込者の実態把握に関する調査研究」（令和４年度老人保健健康増進等事業）
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会  
                           中間とりまとめ（案）
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（案）（概要）

○ 人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者
や認知症高齢者、独居高齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情
に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域
で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援
・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供
・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。
将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等
・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介
護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

資料２
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会（第５回）

令和７年４月７日

２．「２０４０年に向けたサービス提供
体制等のあり方」検討会
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会  
                           中間とりまとめ（案）

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（案）（概要）

○ 人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者
や認知症高齢者、独居高齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情
に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域
で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援
・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供
・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。
将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等
・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介
護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

資料２
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会（第５回）

令和７年４月７日
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（案）（概要）
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に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域
で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援
・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供
・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。
将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等
・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介
護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
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資料２
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○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情
に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域
で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援
・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供
・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。
将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等
・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介
護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

資料２
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会（第５回）

令和７年４月７日



17

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会  
                           中間とりまとめ（案）

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（案）（概要）

○ 人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者
や認知症高齢者、独居高齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情
に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域
で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援
・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供
・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。
将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等
・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介
護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

資料２
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会（第５回）

令和７年４月７日
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会  
                           中間とりまとめ（案）

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（案）（概要）

○ 人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者
や認知症高齢者、独居高齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情
に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域
で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けた課題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
④ 地域の共通課題と地方創生

※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なイン
フラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

・地域の介護を支える法人への支援
・社会福祉連携推進法人の活用促進

【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【一般市等】サービスを過不足なく提供
・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。
将来の需要減少に備えた準備と対応

方向性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等
・ 地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等

・ テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上
※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

・ 都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

・ 大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介
護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

・ 介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動

C等の組み合わせ

・ 認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな支援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

資料２
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会（第５回）

令和７年４月７日



２０４０年に向けた中山間地域対策
（現状と課題）
介護事業所が様々なサービスを提供するに当たっては、そ
れぞれの配置基準等を満たす必要がある。中山間・人口減
少地域においては、生産年齢人口の減少が全国に比して進ん
でおり、専門職等の人材確保が困難な中、人員基準を満た
すことが困難となり、必要なサービス提供体制の維持・確
保が難しくなっているケースが生じている。
　現行制度において、居宅介護等においては、特例介護サー
ビスとして、基準該当サービス、離島等相当サービスがある

19

２０４０年に向けた中山間地域対策
○ 中山間・人口減少地域を対象にサービス自体の維持・確
保のために必要な場合への特例的な対応として、人材確保
を重点的に行うことや、生産性向上（ICT活用等）の方策な
ど、他の必要な施策を講じた上で、指定要件の緩和を検討
する。
（必要事項）
・ ICT機器の活用や、同一法人の併設事業所間などサービス・職種間で必要な
連携体制が確保されていることを前提として、管理職や専門職の常勤・専従要
件、夜勤要件を緩和する
・ 市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行う

20
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論点② 地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み

○ 中山間・人口減少地域に限定して、サービス自体の維持・確保のために必要な場合への特例的な対応としては、都道府県・市町村
の介護保険事業（支援）計画の議論において、⼈材確保を重点的に⾏うことや、生産性向上（ICT活用等）の方策など、他の必要な
施策を講じた上で、それでもなおサービスの維持・確保のためにやむを得ない場合に検討することが考えられるのではないか。

○ あわせて、
・ 職員の負担等への配慮の観点から、 ICT機器の活用や、同一法人の併設事業所間などサービス・職種間で必要な連携体制が確保
されていることを前提として、管理職や専⾨職の常勤・専従要件、夜勤要件を緩和すること

・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を⾏うこと
を前提とすることが考えられるか。 （※）詳細な運営基準の要件については、今後、上記を前提に、介護給付費分科会等において議論。

○ こうしたことも踏まえつつ、中山間・人口減少地域に限定して特例的なサービス提供を⾏う枠組みとして、特例介護サービスに新
たな類型を設けることが考えられないか。

人員配置
基準

指定・登録

地域

報酬

類型

国で定める基準に従い都
道府県等が条例で規定

指定権者による指定

全国（地域限定なし）

全国⼀律の介護報酬

指定サービス

居宅・施設サービス等

国で定める基準（指定
サービスより緩和）に
従い都道府県等が条例
で規定

市町村等（保険者）に登録

全国（地域限定なし）

全国⼀律の介護報酬を
基準に市町村等で設定

基準該当サービス

居宅サービス等

特例介護サービス

規定なし

市町村等（保険者）に登録

厚生労働大臣が定める
地域（告示）

離島等相当サービス

全国⼀律の介護報酬を
基準に市町村等で設定

居宅サービス等

中山間・人口減少地域

国で定める基準（基準該当サービスと同等
又は緩和）に従い、都道府県が条例で規定
※ 職員の負担や質の確保への配慮が前提
※ 地域密着型については市町村が規定

地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
の設定も可（論点③参照）

居宅サービス等＋α（次々頁参照）

新たな類型案

市町村等（保険者）に登録

【新たな類型案のイメージ】

4

第1 2 4回意⾒を踏まえた論点・考え⽅

資料１
（一部改）

社会保障審議会介護保険部会（第126回）
令和７年10月９日

２０４０年に向けた中山間地域対策

新たな類型案
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論点② 地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み

【対象サービスの範囲】
○ 新しい類型の特例介護サービスについて、現⾏の特例介護サービス（基準該当サービス・離島等相当サービス）で実施されている
居宅サービス等（※）だけではなく、地域密着型サービスや施設サービスを対象にすることも考えられるが、前頁に掲げた取組のほか、
以下の留意点も踏まえて、どのように考えるか。
（※）現⾏の基準該当サービスの対象は、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護⽀援。特定施設入居者生活
介護等は対象外。

○ また、上記の議論と併せて、地域限定のない現⾏の基準該当サービスや離島等相当サービスの対象を居宅介護等から広げることに
ついては、どのように考えるか。

新しい類型の特例介護サービスの対象にする場合の留意点等
現⾏制度

離島等相当サービス基準該当サービス

ー
対象対象

（訪問介護、訪問入浴介
護、通所介護、短期入
所生活介護、福祉用具
貸与）

居宅サービス

• 市町村ごとの制度であり、市町村単位で適切に質の確保を確認する仕
組みを講じることが必要ではないか。

対象
（地域密着型介護⽼⼈
福祉施設入所者生活介

護は対象外）

対象外地域密着型
サービス

• 地域密着型と異なり、広域サービスであるため、市町村間の調整プロ
セスを適切に設定する必要があるのではないか。

• 施設系サービスは24時間対応が必要な中、個々の職員の負担増につな
がる懸念もあり、例えば、中⼭間地域等においてサービス・事業所間
での連携を実施した上で、なお必要な場合に限る等とするべきか。

対象外対象外施設サービス

第1 2 4回意⾒を踏まえた論点・考え⽅

資料１
（一部改）

社会保障審議会介護保険部会（第126回）
令和７年10月９日

6

２０４０年に向けた中山間地域対策



２０４０年に向けた中山間地域対策
（現状と課題）　
　中山間・人口減少地域において、特に訪問系サービスでは、利
用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に係る負
担が大きく、また、高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮
小、季節による繁閑の激しさなどから、年間を通じた安定的な経
営が難しく、サービス基盤の維持に当たっての課題となっている
状況である。
　具体的な報酬設計については、利用者像ごとに複数段階の報酬
区分を設定することや、支給限度額との関係性にも配慮しつつ包
括化の対象範囲を設定するなど、きめ細かな報酬体系とする方向
で丁寧に検討を進めることが必要ではないか。

23

24

＜包括化の対象範囲として考えられるイメージ（案）＞
※⼀例としては、以下のような⽅法が考えられるが、経営に与える影響、サービス提供に与える影響、モ
ラルハザードの抑制など、様々な観点を踏まえつつ、介護給付費分科会において議論。

✓月単位・定額で算定（要介護度や事業者の体制
を踏まえた多段階）

✓各種加算も大くくりで包括化、簡素な仕組みに

※ 標準的な提供回数を超える分等は、別途算定

論点③ 地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み

○ 中山間・人口減少地域の事業者が、安定的な経営を⾏うための報酬の仕組みとして、特例介護サービスの新たな類型の枠組みを活
用して、例えば訪問介護について、包括的な評価（⽉単位の定額払い）を選択可能とすることが考えられるのではないか。
（※）指定サービスと同様、適切なケアマネジメントが⾏われるなど、モラルハザードを抑制するための仕組みを併せて検討。

○ 具体的な報酬設計については、利⽤者像ごとに複数段階の報酬区分を設定することや、⽀給限度額との関係性にも配慮しつつ包括
化の対象範囲を設定するなど、きめ細かな報酬体系とする方向で丁寧に検討を進めることが必要ではないか。

○ このため、報酬水準の設定に当たっては、包括的な評価の仕組みを導入する事業者の経営状況や、サービス提供状況等に与える影
響を十分に検証した上で、関係者の意⾒も丁寧に伺いながら検討することが必要ではないか。
（※）具体的な報酬の在り⽅については、今後、介護給付費分科会において議論。

＜導入に向けたスケジュールのイメージ（案）＞
○ こうしたニーズを有する地域に対して迅速に対

応できるよう、希望する自治体においては、第
10期計画期間中（令和9年度〜11年度）の実施
を可能とすることを目指す。

○ これに先⽴ち、給付費分科会において、第９期
計画期間中（〜令和８年度）に、希望する⾃治
体が実施するための単価の在り方の検討を進め
る。

※ 報酬体系の在り方やその水準の妥当性につい
ては、希望する自治体の実施状況等を踏まえて、
丁寧な実態の把握及び検証を⾏うことが前提。

10

論点に対する考え⽅（検討の⽅向性）

（現⾏︓出来⾼報酬） （包括報酬）
✓サービス内容・提供時間に応じて回数単位・
出来高で算定

✓各種加算は事業所の体制や利⽤者の状態に応
じたサービス提供等を踏まえて回数単位・出
来高で算定

…

毎回の利⽤ごとに対応する報酬を算定 月当たりで定額の報酬を算定
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論点⑥ 地域の実情に応じた既存施設の有効活用

、

国庫納付不要国庫納付不要経過年数10年以上
一定の場合※国庫納付不要一定の場合※国庫納付不要国庫納付不要経過年数10年未満

特養

補助金で取得･改修

高齢

○ 中山間・人口減少地域の特例として、介護サービス需要の変動に対応するため市町村等が計画的に行う転用については、市町村合併・
地域再生等の施策に基づくものと同様に国庫納付を不要とする特例を設けてはどうか。

○ その際、補助金の交付の目的に鑑み、高齢者施設への転用を基本とすることが適当という前提で、

❶ 例えば、経過年数10年未満の施設で、当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがある場合は、
高齢者施設への全部転用（一部を障害･児童施設に転用する場合を含む。）を認めることが考えられるのではないか。

❷ さらに、高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地
域の事業者･関係者･住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管施設
等への転用等を認めることが考えられるのではないか。
この場合、厚労省所管施設以外の施設への転用や取壊し等については、国庫補助がなされていることを踏まえた検討が必要ではないか。

他の高齢者施設・障害・児童施設への転用の場合

12

○ 中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に柔軟に対応するため、 国庫補助により取得・
改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を検討してはどうか。

論点に対する考え方

高齢

特養

高齢

障害・児童 障害・児童

福祉施設以外の厚生労働省所管施設等への転用等

児童

障害

保健・医療

※市町村合併・地域再生等の施策に基づく場合

現
行
制
度

一部転用 全部転用

厚労省所管施設以外の施設
への転用は国庫納付が必要

取壊しについては被災した場
合等を除き国庫納付が必要

１ ２

全部転用

　　地域の実情に応じた既存施設活用

26

３．社会福祉連携推進法人について
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社会福祉法人制度とは

社会福祉事業を主たる目的として実施。他に、公益事業、収益事業を実施できる

○ 社会福祉事業を実施するために供された財産は、法人の所有となり、出資者の持分はない。

○ 収益は、社会福祉事業又は公益事業のみに充当し、利益（剰余金）の配当はない。

○ 残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者（最終的には国庫）に帰属。

○ 所轄庁による措置命令、業務停止命令、役員解職勧告、解散命令に服する。

・特別養護老人ホーム
・児童養護施設
・障害者支援施設
・救護施設 等

・保育所
・訪問介護
・デイサービス
・ショートステイ 等

・子育て支援事業
・入浴、排せつ、食事等の支援事業
・介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営
・人材育成事業
・行政や事業者等の連絡調整事業

・貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営

公益事業社会福祉事業

収益事業

非営利法人として、①法人財産に持分なし ②剰余金の配当なし ③残余財産の分配なし

特徴

一
種

二
種

※１ 社会福祉法人が行う事業（法人税法上規定された収益事業を除く）による所得については、法人税は非課税

※２ 社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税は非課税

60
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○ 平成２８年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。

（参考）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）（抄）
第２４条 （略）
２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会
生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなけれ䜀なら
ない。

① 社会福祉事業又は公益事業を行う
に当たって提供される「福祉サービ
ス」であること

② 「日常生活又は社会生活上の支援
を必要とする者」に対する福祉サー
ビスであること

③ 無料又は低額な料金で提供されること

○ 社会福祉法人の地域社会への貢献
⇒ 各法人が創意工夫をこらした多様な「地域における公益的な取組」を推進

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスが充実

（在宅の単身高齢者や障
害者への見守りなど）

（生活困窮世帯の子どもに
対する学習支援など）

【社会福祉法人】

（留意点）
社会福祉と関連
のない事業は該
当しない

（留意点）
心身の状況や家庭
環境、経済的な理
由により支援を要す
る者が対象

（留意点）
法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用
を下回る料金を徴収して実施するもの

地域における公益的な取組

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について

61

○ 平成２８年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。

（参考）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）（抄）
第２４条 （略）
２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会
生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなけれ䜀なら
ない。

① 社会福祉事業又は公益事業を行う
に当たって提供される「福祉サービ
ス」であること

② 「日常生活又は社会生活上の支援
を必要とする者」に対する福祉サー
ビスであること

③ 無料又は低額な料金で提供されること

○ 社会福祉法人の地域社会への貢献
⇒ 各法人が創意工夫をこらした多様な「地域における公益的な取組」を推進

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスが充実

（在宅の単身高齢者や障
害者への見守りなど）

（生活困窮世帯の子どもに
対する学習支援など）

【社会福祉法人】

（留意点）
社会福祉と関連
のない事業は該
当しない

（留意点）
心身の状況や家庭
環境、経済的な理
由により支援を要す
る者が対象

（留意点）
法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用
を下回る料金を徴収して実施するもの

地域における公益的な取組

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について

61



29

社会福祉連携推進法人について

認
定
所
轄
庁
（
都
道
府
県
知
事
、
市
長
（
区
長
）
、

指
定
都
市
の
長
、
厚
生
労
働
大
臣
の
い
ず
れ
か
）

認
定
・
指
導
監
督

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）

会費等の支払・社員総会での議決権行使 業務を通じて個々の社員の経営を支援

【社員として参画できる法人の範囲】

社会福祉法人

※ ２以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉事業
を経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービ
スを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の
新たな選択肢として創設。（令和４年４月１日施行）
○ ２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害
対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを
活かした法人運営が可能となる。

①地域福祉支援業務 ②災害時支援業務 ③経営支援業務 ④貸付業務 ⑤人材確保等業務 ⑥物資等供給業務
・地域貢献事業の企
画・立案
・地域ニーズ調査の
実施
・事業実施に向けた
ノウハウ提供

・応急物資の備蓄・
提供
・被災施設利用者の
移送
・避難訓練
・BCP策定支援

・経営コンサルティ
ング
・財務状況の分析・
助言
・事務処理代行

・社会福祉法人であ
る社員に対する資金
の貸付け

・採用・募集の共同
実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整

・紙おむつやマスク
等の物資の一括調
達
・給食の供給

法人の業務を執行・報告

意見具申・事業の評価
（社員総会・理事会は意見を尊重）

【理事会】 【社会福祉連携推進評議会】【社員総会】

※ 法人運営に係る重要事項の議決機関
（原則１社員１議決権）

※ 日常の業務執行機関（理事６名、監事２名以上） ※ 地域ニーズを反映するための意見具申機関
（評議員３名以上）

【社会福祉連携推進法人が行う業務（以下は例）】
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社会福祉連携推進法人について

認
定
所
轄
庁
（
都
道
府
県
知
事
、
市
長
（
区
長
）
、

指
定
都
市
の
長
、
厚
生
労
働
大
臣
の
い
ず
れ
か
）

認
定
・
指
導
監
督

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）

会費等の支払・社員総会での議決権行使 業務を通じて個々の社員の経営を支援

【社員として参画できる法人の範囲】

社会福祉法人

※ ２以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉事業
を経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービ
スを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の
新たな選択肢として創設。（令和４年４月１日施行）
○ ２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害
対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。
⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを
活かした法人運営が可能となる。

①地域福祉支援業務 ②災害時支援業務 ③経営支援業務 ④貸付業務 ⑤人材確保等業務 ⑥物資等供給業務
・地域貢献事業の企
画・立案
・地域ニーズ調査の
実施
・事業実施に向けた
ノウハウ提供

・応急物資の備蓄・
提供
・被災施設利用者の
移送
・避難訓練
・BCP策定支援

・経営コンサルティ
ング
・財務状況の分析・
助言
・事務処理代行

・社会福祉法人であ
る社員に対する資金
の貸付け

・採用・募集の共同
実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整

・紙おむつやマスク
等の物資の一括調
達
・給食の供給

法人の業務を執行・報告

意見具申・事業の評価
（社員総会・理事会は意見を尊重）

【理事会】 【社会福祉連携推進評議会】【社員総会】

※ 法人運営に係る重要事項の議決機関
（原則１社員１議決権）

※ 日常の業務執行機関（理事６名、監事２名以上） ※ 地域ニーズを反映するための意見具申機関
（評議員３名以上）

【社会福祉連携推進法人が行う業務（以下は例）】
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社会福祉連携推進法人による地域福祉支援業務のイメージ

※ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の
実施に係る責務については、社会福祉連携推進法人を介して
こうした取組を行うことにより、その責務を果たしたことになる。

地域課題・その対応方針の共有

地域住民が抱える課題
（ひきこもり、8050問題、

買い物難民等）
（自治体等）

ニーズ調査の実施

新たな取組の企画立案

取
組
に
関
す
る
助
言

社会福祉法人Ａ
特別養護老人ホーム、

デイサービス

送迎車両、運転手の提供

社会福祉法人Ｂ
障害者就労支援

事業

付添職員の派遣

NPO
法人Ｅ

付添職員
の派遣

 例えば月に１回、過疎地の高齢者
と園児との交流を行うとともに、都市
部のショッピングモールに、買い物支
援を行う取組を企画

社会福祉法人Ｃ
保育所

交流会の場所の提供

NPO
法人Ｄ

物品の
提供

（社員）

社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる

新たな取組の実践

地域における公益的な取組

※ 地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、制度として確立され、定型化・定着している社会福祉事業を除き、
社会福祉関係の福祉サービスを行う場合については、以下の要件をいずれも満たせ䜀、地域福祉支援業務に該当することとする。
ア 社会福祉連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供していること
イ 社会福祉連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、社会福祉連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援にあたること

社会福祉連携推進法人
 取組に参加する社員

 取組の実施場所

 取組を行うスタッフ

 取組の運営資金

 各社員の役割

等を調整

○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援」は、
・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周知・広報
・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
等の業務が該当する。
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NPO
法人Ｅ

付添職員
の派遣

 例えば月に１回、過疎地の高齢者
と園児との交流を行うとともに、都市
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提供
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社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる

新たな取組の実践

地域における公益的な取組

※ 地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、制度として確立され、定型化・定着している社会福祉事業を除き、
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イ 社会福祉連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、社会福祉連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援にあたること

社会福祉連携推進法人
 取組に参加する社員

 取組の実施場所

 取組を行うスタッフ

 取組の運営資金

 各社員の役割

等を調整

○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援」は、
・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周知・広報
・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
等の業務が該当する。
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社会福祉連携推進法人の設立状況について

令和７年３月末現在、認定があった社会福祉連携推進法人は30法人※。

法人名
（丸数字は設立順）
1.認定所轄庁
2.認定年月日

③日の出医療福祉グループ
1.兵庫県 2.令和４年８月１日

⑪きょうと福祉キャリアサポート
1.京都府 2.令和５年２月28日

①リガーレ
1.京都府 2.令和４年５月10日

⑫さくらグループ
1.埼玉県 2.令和５年３月27日

⑭乳幼児教育ユニティ
1.新潟県 2.令和５年４月３日

⑬幸輪ホールディングス
1.福岡県筑後市 2.令和５年４月１日

⑮ジョイント＆リップル
1.熊本県熊本市 2.令和５年５月９日

⑱秋田圏域社会福祉連携推進会
1.秋田県 2.令和５年８月２日

⑨園経営支援協会
1.東京都 2.令和５年１月30日

⑦青海波グループ
1.東京都 2.令和４年12月８日

⑤一五戸共栄会
1.東京都 2.令和４年11月４日

④光る福祉
1.千葉県 2.令和４年10月13日

⑧黎明
1.岐阜県 2.令和５年１月27日

⑯共創福祉ひだ
1.岐阜県飛騨市 2.令和５年６月29日

②リゾムウェル
1.大阪府 2.令和４年６月17日

⑥あたらしい保育イニシアチブ
1.和歌山県 2.令和４年11月11日

⑩福岡親和会
1.福岡県 2.令和５年２月３日

⑰みらいグループ
1.福岡県 2.令和５年７月11日

⑳キッズファースト
1.千葉県千葉市 2.令和５年10月1日

⑲となりの
1.愛知県 2.令和５年９月19日

㉑大和会
1.東京都 2.令和６年３月26日

㉒ 人材育成振興会
1.大分県 2.令和６年９月30日

㉔WTBASE
1.東京都 2.令和６年12月27日

㉕ありがとう安心サポート協会
1.東京都 2.令和７年１月６日

㉖ルピナス
1.北海道旭川市 2.令和７年１月９日

㉗東日本介保支援協会
1.福島県 2.令和７年１月15日

㉓ いーまーる
1.沖縄県 2.令和６年11月29日

※「社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供につい
て（依頼）」（令和4年3月14日社援基発0314第1号）により、
認定所轄庁より情報提供された法人を掲載

㉚Mirai
1.大阪府 2.令和７年３月13日

㉘神戸繋がりの会
1.神戸市 2.令和７年２月20日

㉙カムカムコウベ
1.神戸市 2.令和７年３月12日
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社会福祉連携推進法人の設立状況について

令和７年３月末現在、認定があった社会福祉連携推進法人は30法人※。

法人名
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2.認定年月日

③日の出医療福祉グループ
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1.福岡県筑後市 2.令和５年４月１日

⑮ジョイント＆リップル
1.熊本県熊本市 2.令和５年５月９日

⑱秋田圏域社会福祉連携推進会
1.秋田県 2.令和５年８月２日

⑨園経営支援協会
1.東京都 2.令和５年１月30日

⑦青海波グループ
1.東京都 2.令和４年12月８日

⑤一五戸共栄会
1.東京都 2.令和４年11月４日

④光る福祉
1.千葉県 2.令和４年10月13日

⑧黎明
1.岐阜県 2.令和５年１月27日

⑯共創福祉ひだ
1.岐阜県飛騨市 2.令和５年６月29日

②リゾムウェル
1.大阪府 2.令和４年６月17日

⑥あたらしい保育イニシアチブ
1.和歌山県 2.令和４年11月11日

⑩福岡親和会
1.福岡県 2.令和５年２月３日

⑰みらいグループ
1.福岡県 2.令和５年７月11日

⑳キッズファースト
1.千葉県千葉市 2.令和５年10月1日

⑲となりの
1.愛知県 2.令和５年９月19日

㉑大和会
1.東京都 2.令和６年３月26日

㉒ 人材育成振興会
1.大分県 2.令和６年９月30日

㉔WTBASE
1.東京都 2.令和６年12月27日

㉕ありがとう安心サポート協会
1.東京都 2.令和７年１月６日

㉖ルピナス
1.北海道旭川市 2.令和７年１月９日

㉗東日本介保支援協会
1.福島県 2.令和７年１月15日

㉓ いーまーる
1.沖縄県 2.令和６年11月29日

※「社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供につい
て（依頼）」（令和4年3月14日社援基発0314第1号）により、
認定所轄庁より情報提供された法人を掲載

㉚Mirai
1.大阪府 2.令和７年３月13日

㉘神戸繋がりの会
1.神戸市 2.令和７年２月20日

㉙カムカムコウベ
1.神戸市 2.令和７年３月12日
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私が中山間地域の社会福祉法人 
の理事長なら

強みと弱みの分析（をした上ですが） 

1.マルチタスク化 

2. ICT化 

3.既存施設の有効活用 

4.＋α
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マルチタスク化

• 小規模多機能施設はマルチタスクの先駆け 

• ヒントは旅館業 

• 農福連携もマルチタスク？ 

• いわゆる６次産業化

33

ICT化
• 介護現場では、記録ソフト、センサー、イ
ンカムが３種の神器（は少し言い過ぎかも…） 

• 生産性向上推進体制加算は処遇改善を取る
ためには必須 

• ランニングコストや更新費用の課題はある
が職場環境は良くなる
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既存施設の有効活用

• 建築費の高騰 

• 用途変更が比較的容易になってきた 

• 空き家・耕作放棄地対策もあわせて
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+α
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